
   職員の臨時的任用に関する要綱 

 

 （趣旨） 

第１条 この要綱は、職員の臨時的任用（以下「臨時職員」という。）に関し必要な

事項を定めるものとする。 

第２条 臨時職員とは、次のいずれかに該当する者とする。 

 (1) 臨時の補助的な業務及び単純な労務に従事させる者 

 (2) 地方公務員の育児休業等に関する法律（平成３年法律第１１０号）第２条の

規定により承認を受けた職員 

 （任用） 

第３条 臨時職員は、６月を超えない期間を定めて任用することができる。この場

合において、必要があると認められるときは、その任用を６月を超えない期間で

更新することができる。 

２ 大口町職員の育児休業等に関する規則（平成４年大口町規則第５号）に規定す

る育児休業職員の補充に伴う臨時職員の任用期間は、前項の期間から除く。 

３ 臨時職員の任用は、臨時職員として希望する者から履歴書（様式第１）等を提

出させて選考により行う。 

４ 臨時職員として任用した場合においては、労働契約書を締結し、臨時職員任用

通知書（様式第２）を交付する。 

５ 臨時職員として任用する場合においては、本人より職務精励する旨の誓約書（様

式第３）を提出させるものとする。 

 （勤務時間等） 

第４条 臨時職員の勤務時間は、休憩時間を除き、１週間当たり３８時間４５分以

内とし、１日につき７時間４５分を超えない範囲内で勤務時間を割振り、臨時職

員任用通知書により明示するものとする。 

２ 臨時職員には、原則として時間外勤務を命ずることができる。 

３ 臨時職員に、前項に規定する正規の勤務時間以外の勤務を命ずる場合には、臨

時職員の任用が臨時の補助的な業務等への任用であるという趣旨に反しないよう



留意しなければならない。 

 （賃金等） 

第５条 臨時職員の賃金は、別に定めるところによる。 

２ 賃金は、正規の勤務時間以外の時間にした勤務に対しても支給するものとし、

その時間外勤務１時間当たりの賃金は、次の各号に掲げる勤務の区分に応じ、当

該各号に定める割合を乗じて得た額を勤務１時間当たりの賃金とする。 

 (1) 正規の勤務時間が割り振られた日 １００分の１２５ 

 (2) 前号のうち、正規の勤務時間が割り振られた日の正規の勤務時間以外の時間

にした勤務のうち、その勤務の時間とその勤務をした日における正規の勤務時

間との合計が７時間４５分に達するまでの間の勤務 １００分の１００ 

(3) １週間の勤務時間が３８時間４５分を超え、かつ、週休日（勤務時間を割り

振らない日をいう。以下同じ。）にした勤務 １００分の１３５ 

(4) １週間の勤務時間が３８時間４５分を超えない場合で、かつ、週休日に７時

間４５分以内でした勤務 １００分の１００ 

(5) １週間の勤務時間が３８時間４５分を超えない場合で、かつ、週休日に７時

間４５分を超えてした勤務 １００分の１３５ 

３ 臨時職員には、一般職に準じて通勤手当を支給する。ただし、１月の通勤回数

が１０回に満たない臨時職員の場合には、その額に当該月の通勤所要回数を２０

で除して得た数を乗じて得た額（１円未満の端数があるときは、これを少数以下

四捨五入して得た額）とする。 

４ 臨時職員には、本条に規定するもののほか、いかなる給付も行わない。 

 （旅費） 

第６条 臨時職員が業務のため旅行したときは、大口町職員等の旅費に関する条例

（昭和４８年大口町条例第２７号。以下「旅費条例」という。）に規定するその他

の職員に相当する者として、旅費条例の規定により旅費を支給する。 

 （賃金の計算期間と支払日） 

第７条 月の１日から末日までを計算期間とし、翌月の２１日までに支給する。 

 （休暇） 



第８条 臨時職員の年次有給休暇は、任用の日から６月間継続勤務し全勤務日の８

割以上出勤した場合、労働基準法（昭和２２年法律第４９号。以下「労基法」と

いう。）に定めるところにより、別表に定める日数を与えるものとする。 

 (1) 任用の日から６月間以上継続勤務し全勤務日の８割以上出勤した場合にあっ

ては、次に続く６月間において１週間ごとの勤務日の日数及び勤務日ごとの勤

務時間の時間数が同一である場合には１週間ごとの勤務日の日数により、そう

でない場合には１週間ごとの平均勤務時間を１日ごとの標準勤務時間を１日と

して日に換算して得た日数（１日未満の端数があるときは、これを四捨五入し

て得た日数）により、別表に定める日数とする。 

 (2) 前号の規定は、引き続く任用期間において同じとする。 

２ 臨時職員が前項の年次有給休暇及び有給休暇（以下「有給休暇等」という。）

を使用する場合は、大口町職員の勤務時間、休暇等に関する規則（平成７年大口

町規則第１号）第２条の規定によるものとする。 

３ 第１項の「継続勤務」とは、社会通念上中断されていないと認められる場合の

勤務を、「全勤務日」とは、勤務が割り振られた日の全てをそれぞれいうものとし、

出勤した日数の算定に当たっては、有給休暇等及び無給休暇の期間は、これを出

勤したものとして取り扱うものとする。 

４ 年次有給休暇の単位は１日とする。この場合、有給休暇を使用した日に割り振

られた正規の勤務時間に関わらず、標準勤務時間を１日とする。 

５ 臨時職員が、労働基準法（昭和２２年法律第４９号。以下「労基法」という。）

第７条の規定による公民権の行使をする場合は、本人の請求により必要と認めら

れる時間の有給休暇を付与するものとする。 

６ 臨時職員には、本人の請求により次に掲げる無給休暇を付与する。 

 (1) 労基法第６８条の規定による生理休暇 ２日を越えない範囲内においてその

都度必要と認める期間 

 (2) 骨髄移植のための骨髄液の提供希望者として、その登録を実施する者に対し

て登録の申出を行い、又は骨髄移植のため配偶者、父母、子及び兄弟姉妹以外

の者に骨髄液を提供する場合で、当該申出又は提供に伴い必要な検査、入院等



のため勤務しないことがやむを得ないと認められるとき 必要と認められる期

間 

 （服務及び懲戒） 

第９条 臨時職員の服務及び懲戒は、大口町一般職の例による。 

 （公務災害補償） 

第１０条 臨時職員が、公務又は通勤により負傷し若しくは疾病にかかり又は死亡

した場合においては、労働者災害補償保険法（昭和２２年法律第５０号）又は大

口町議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例（昭和４３年

大口町条例第１号）のいずれかにより補償する。 

（社会保険等） 

第１１条 臨時職員の社会保険等の適用については、健康保険法（大正１１年法律

第７０号）、厚生年金保険法（昭和２９年法律第１１５号）、雇用保険法（昭和４

９年法律第１１６号）及び介護保険法（平成９年法律第１２３号）に定めるとこ

ろによる。 

 （異動） 

第１２条 業務の都合により必要があるときは、臨時職員の勤務場所又は勤務内容

を変更することができる。 

（退職等） 

第１３条 臨時職員が次の各号のいずれかに該当するときは、退職する。ただし、

町長が特に認めた場合は、この限りでない。 

(1) 任用期間が満了したとき。 

(2) 退職の届出があったとき。 

２ 臨時職員が次の各号のいずれかに該当するときは、任用を解除することができ

る。 

(1) 業務の休廃止、縮小又は変更により過員になったとき。 

(2) 勤務実績がよくないとき。 

(3) 心身の故障のため勤務の遂行に著しい支障があり、又はこれに堪えないとき。 

３ 前項各号に定める理由により任用を解除するときは、遅くとも任用期間が終了



する３０日前に任用期間終了の予告通知書（様式第４）により通知するものとす

る。 

 （その他必要事項） 

第１４条 この要綱に定めるもののほか、臨時職員の任用について必要な事項は、

町長が定める。 

   附 則（平成３年４月１日 大口町訓令第１号） 

 この訓令は、平成３年４月１日から施行する。 

   附 則（平成５年３月１日 大口町訓令第１号） 

 この訓令は、平成５年３月１日から施行し、改正後の職員の臨時的任用に関する

要綱の規定は、平成４年４月１日から適用する。 

   附 則（平成１０年５月２８日 大口町訓令第５号） 

 この訓令は、告示の日から施行し、改正後の職員の臨時的任用に関する要綱の規

定は、平成１０年４月１日から適用する。 

   附 則（平成１３年３月３１日 大口町訓令第４号） 

 この要綱は、平成１３年４月１日から施行する。 

   附 則（平成２２年３月３１日 大口町訓令第９号） 

 この要綱は、平成２２年４月１日から施行する。 

   附 則（平成２２年１１月２２日 大口町訓令第１５号） 

 この要綱は、告示の日から施行する。 

   附 則（平成２４年３月２６日 大口町告示第４９号） 

 この訓令は、平成２４年４月１日から施行する。 

   附 則（平成２５年３月２７日 大口町訓令第７号） 

 この訓令は、平成２５年４月１日から施行する。 

   附 則（平成２６年３月３１日 大口町訓令第６号） 

 この訓令は、平成２６年４月１日から施行する。 

   附 則（平成２６年５月３０日 大口町訓令第１０号） 

 この訓令は、告示の日から施行する。 

   附 則（平成２９年２月２４日 大口町訓令第１号） 



 この訓令は、平成２９年４月１日から施行する。 

   附 則（平成３０年３月３０日 大口町訓令第８号） 

 この訓令は、平成３０年４月１日から施行する。 

附 則（平成３１年３月２７日 大口町訓令第１号） 

 この訓令は、平成３１年４月１日から施行する。 



別表（第８条関係） 

 

年次有給休暇付与日数 

１週間の

勤務日数 

勤続年数（継続勤務の場合には通算する。） 

0.5 年 1.5 年 2.5 年 3.5 年 4.5 年 5.5 年 
6.5 年 

以上 

５日 １０日 １１日 １２日 １４日 １６日 １８日 ２０日 

４日 ７日 ８日 ９日 １０日 １２日 １３日 １５日 

３日 ５日 ６日 ６日 ８日 ９日 １０日 １１日 

２日 ３日 ４日 ４日 ５日 ６日 ６日 ７日 

１日 １日 ２日 ２日 ２日 ３日 ３日 ３日 

 備考 １週間の所定勤務時間数が２９時間以上の場合には、１週間の勤務日数を

５日とみなすものとする。 
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様式第１（表）（第３条関係） 

 

 履  歴  書       年    月    日現在 

ふりがな 印 

氏 名  

年   月   日生 （満  歳）  ※男・女 

ふりがな 
電話 

（    ） 

   － 

現住所 〒     － 

 

 

 
電話 

（    ） 

   － 

連絡先 〒     －（現住所以外に連絡を希望する場合のみ記入） 

 

                    方 

 

年 月 学歴・職歴（各別にまとめて書く） 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

写真をはる位置 

１．縦４㎝ 横３㎝ 

２．本人単身胸から上 

３．裏面のりづけ 
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記入上の注意  １ 鉛筆以外の黒又は青の筆記具で記入する。 

        ２ 数字はアラビア数字で、文字はくずさず正確に書く。 

        ３ ※印のところは、該当するものを○で囲む。 
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様式第１（裏）（第３条関係） 

 

年 月 学歴・職歴（各別にまとめて書く） 

   

   

   

年 月 免許・資格 

   

   

   

   

   

志望の動機、特技、好きな学科、アピールポイントなど 通勤時間 

約    時間    分 

扶養家族数（配偶者を除く） 

              人 

配偶者 

※ 有・無 

配偶者の扶養義

務 

※ 有・無 

本人希望記入欄（特に職種等についての希望があれば記入） 

 

 

 

 

保護者（本人が未成年者の場合のみ記入） 

ふりがな 

電話 

（    ） 

   － 
氏名 住所〒（   －   ） 

（    方呼出） 
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大   口   町
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様式第２（第３条関係） 

 
臨時職員任用通知書 

年   月   日 

        様 

              事業所  名 称  大口町 

                   所在地  丹羽郡大口町下小口七丁目１５５番地 

              使用者  職氏名  大口町長 

   あなたを任用するにあたっての労働条件は、次のとおりです。 

任用期間    年   月   日から    年   月   日まで 

勤務場所  

仕事の内容  

始業・終業 

時間及び 

休憩時間 

時  分～  時  分  労働時間  時間  休憩時間  分 

標準労働時間    時間 

休日及び 

勤務時間等 

週休日   毎週 

勤務時間等   時間勤務／週      日勤務／月 

所定外労働等 
１ 所定外労働をさせることが ［有／無］［             ］ 

２ 休日労働をさせることが  ［有／無］［             ］ 

休暇 

１ 年次有給休暇  労働基準法のとおり 単位は１日 

２ その他の休暇  有給［公民権の行使をする場合］ 

          無給［生理休暇、骨髄液の提供のための休暇（配偶者、

父母、子及び兄弟姉妹以外の者への提供に限

る。）］ 

賃金 

１ 基本賃金 時間給      円 

２ 諸手当  通勤手当     円 

３ 所定外労働等に対する割増率 

  所定外 １日 7 時間 45分超分 25％ 7 時間 45分以内部分 0％ 

  休日  職員の臨時的任用に関する要綱による。 

４ 賃金締切日 末日 

５ 賃金支払日 翌月１６日 

６ 賃金支払時の控除 

  費目 ①所得税  ②雇用保険料  ③社会保険料 

７ その他 昇給、賞与及び退職金 なし 

その他 

１ 自己都合退職の手続き（退職する３０日以上前に届け出ること。） 

２ 任用解除の事由及び手続 

 (1) 勤務実績がよくないとき 

 (2) 心身の故障のため職務遂行に著しい支障があり、又はこれに耐えない

とき 

  (1)又は(2)の理由により任用を解除するときは、遅くとも任用期間の終

了３０日前に任用期間終了予告通知書により通知する。 

３ 任用は、本契約期間をもって終了するものとする。ただし、更新する場

合は、本人の勤務態度・能力、役場の業務状況、予算等を考慮し、改めて

協議するものとする。 



- 13 - 
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様式第３（第３条関係）

 

誓     約     書 

私は、職務遂行にあたり法令等を遵守し、かつ上司の指示に従い職務に精励する

ことを誓約します。 

また、職務上知り得た秘密は、個人的秘密であると公的秘密であるとを問わず、

在職中はもちろん退職後も他に漏らしません。 

 

       年   月   日 

 

住所 

氏名                 ㊞ 

 

大口町長      様 
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様式第４（第１３条関係）  

 

予  告  通  知  書 

年   月   日 

           様 

                      大口町長        印 

 あなたは、   年  月  日をもって任用を解除しますので通知します。 

 


